
見   本 

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、 

公共職業安定所（ハローワーク）に報告の義務が 

ある事業主は、添付書類としてこの報告書の写し 

を送付してください。 
 

 報告の義務がある事業主とは、常用雇用労働者 

の数（除外率により除外すべき 労働者数を控除し 

た数）が４５．５人以上の事業主をいいます。 
 

  入札参加資格審査の電子申請にある障がい者 

雇用情報欄には、この報告書に記載された数値を 

入力してください。 

「常用雇用労働者の総数」に入力する数値 

「障がい者雇用人数」に入力する数値 

「障がい者雇用率」に入力する数値 


